
SARS-CoV-2 は，SARS やMERS の病原体
と同じβコロナウイルスに分類される動物
由来コロナウイルスと判明したが，宿主動
物は 2020 年 2 月時点ではまだ分かってい
ない．
現在はヒト -ヒト感染によって流行が広
がっている状況である．SARS-CoV-2 による
感染症を COVID-19（感染症法では新型コ
ロナウイルス感染症）と呼ぶ
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COVID-19の疑いに関わらず、原則として以
下は常に行うべきである。

・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器
症状を訴える患者とその他の患者、または
発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、
一定の距離を保てるように配慮する。呼吸
器症状を呈する患者にはサージカルマス
クを着用させる。

・医療従事者は、標準予防策を遵守する。
つまり、呼吸器症状のある患者の診察時
にはサージカルマスクを着用し、手指衛生

を遵守する。サージカルマスクや手袋など
を外す際には、それらにより環境を汚染し

ないよう留意しながら外し、所定の場所に
破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指

衛生の前に目や顔を触らないように注意
する。

・風邪の症状や発熱のある患者や、強い
だるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があ
る患者は迅速に隔離し、状況に応じて
PCR 検査の実施を考慮する。
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注１医療従事者ここでいう医療従事者とは、医療機関で勤務するすべて
の職員を指す。
注 2 記載されている PPE 以外の PPE は着⽤していたと考える。例えば「眼
の防護なし」とある場合は、それ以外の推奨される PPE（マスク、⼿袋、ガ
ウン）は着⽤していたと考える。
注 3 体位変換などの広範囲の⾝体的接触があった場合は中リスクと判断
する。
注 4 医療従事者が⼤量のエアロゾルを⽣じる処置（下記）を実施した場合
やこれらの処置を実施中の病室内に滞在した場合は中リスクと判断する。
エアロゾルを⽣じる処置とは、気管挿管・抜管, NPPV 装着, 気管切開術, ⼼
肺蘇⽣, ⽤⼿換気, 気管⽀鏡検査、ネブライザー療法、誘発採痰などを指
す。
注 5 接触時間ここでいう接触時間の⻑さは以下を⽬安とする。⻑時間：数
分以上短時間：約 1〜2 分
注 6 濃厚接触ここでいう濃厚接触とは以下のいずれかを指す。

a) COVID-19 患者の約 2 メートル以内で⻑時間接触する（例えば、ケアを⾏
う、または、2 メートル以内に座って話しをするなど）
b) 個⼈防護具を着⽤せずに患者の分泌物や排泄物に直接接触する（例
えば、咳をかけられる、素⼿で使⽤済みのティッシュに触れるなど） 濃厚接
触の有無を判断する際は、接触した時間（⻑いほうが曝露の可能性が⾼
い）、患者の症状（咳がある場合は曝露の可能性が⾼い）、患者のマスク
着⽤の有無（着⽤していれば⾶沫による他者や環境の汚染を効 果的に予
防することができる）についても考慮する。 以下の状況では、患者のマスク
着⽤の有無にかかわらず、医療従事者が推奨される個⼈防護具を着⽤し
ていない場合でも低リスクと考えられる。
・受付で短時間の会話を交わした場合
・病室に短時間⼊ったが患者や分泌物/排泄物との接触がない場合
・退院直後の病室に⼊室した場合患者のそばを通りかかったり、病室に⼊
らず、患者や患者の分泌物/排泄物との接触がない場合、リスクは ないと
判断する。
注 7 健康観察の⽅法以下の⼆つの⽅法がある。いずれの場合も症状（発
熱または呼吸器症状）が出現した時点で直ちに他の⼈から離れ（マスクが
あれば着⽤し）、医療機関の担当部⾨に電話連絡のうえ受診する。
積極的：医療機関の担当部⾨が曝露した医療従事者に対し、発熱または
呼吸器症状の有無について 1 ⽇ 1 回、電話やメール等で確認する。
⾃⼰：曝露した医療従事者⾃⾝が業務開始前に発熱または呼吸器症状の
有無を医療機関の担当部⾨に報告する。

一般社団法人 日本環境感染学会
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 2 版改
訂版 (ver.2.1)より引用
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（用語の定義）
●「患者（確定例）」とは、「臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、
検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。

●「疑似症患者」とは、「臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、新型コ
ロナウイルス感染症の疑似症と診断された者」を指す。

●「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範
囲に該当する者である。
・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 ・患者（確
定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他：手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として 2 メートル）

で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状などから
患者の感染性を総合的に判断する）。

●「患者クラスター（集団）」とは、連続的に集団発生を起こし（感染連鎖の継続）、大規模
な集団発生（メガクラスター）につながりかねないと考えられる患者集団を指す。これまで
国内では、全ての感染者が 2 次感染者を生み出しているわけではなく、全患者の約 10-
20％が 2 次感染者の発生に寄与しているとの知見より、この集団の迅速な検出、的確な
対応が感染拡大防止の上で鍵となる。

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）
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SARS-CoV-2について









SARS-CoV-2について







参考・引用図書

• 「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療
の手引き（2020.4.9）

• 一般社団法人 日本環境感染学会

• 医療機関における新型コロナウイルス感染
症への対応ガイド第 2版改訂版 (ver.2.1)

• 新型コロナウイルス感染症患者に対する積
極的疫学調査実施要領（暫定版） -患者クラ

スター（集団）の迅速な検出の実施に関する
追加 2020.3.12版

https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf

